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●なぜ、 自治基本条例が必要なの？

　 少子高齢化が進み、 ラ イ フ ス タ イ ルがま すま す多様化する 中、 防犯・ 防災、 子育て支援や高齢者の見守り など 、

様々な分野で行政サービ ス への市民ニーズが高ま っ ていま す。 し かし 、 自治体の厳し い財政状況も あり 、 すべ

ての市民ニーズに応える こ と は難し く なっ ていま す。

　 ま た、 地方分権の進展によ り 、 こ れから のま ちづく り は、 地域の特色を 活かし ながら 地域自ら 考え、 自ら 決

める 取組が必要になっ てき ていま す。

　 一方、 地域では、 Ｎ Ｐ Ｏ やボラ ン ティ アなど によ る 活動が活発になっ ており 、 ま ちづく り の「 新たな担い手」

へと 成長し ていま す。

　 こ のよ う な状況を 踏ま えて、 市民・ 議会・ 市が一体と なり 、 住みよ いま ちづく り を 進める ため、 ま た、 市民・

議会・ 市がま ちづく り にど のよ う な役割を 果たすのか、 改めて捉え直し 、 新たなま ちづく り を 進めていく ため、

その基本ルールと し て「 自治基本条例」 が必要になり ま し た。

●自治基本条例によ って
　 ど う 変わる の？

　 こ の条例は、 よ り よ いま ちづく り を 進める

ための基本的な考え方を 定めていま す。

　 条例と 言っ ても 、 その内容は市民の皆さ ん

に特別な規制を 設ける も のではあり ま せん。

　 ま た、 条例ができ たから と いっ て直ちに市

民生活に影響を 及ぼすも のではなく 、 こ れを

機に、 様々な活動を 行っ ていく 中で、 よ り 良

い下野市のま ち づく り に役立て て いこ う と

する も のです。

●ど う やって制定さ れたの？

●条例の構成は？

　 平成２ ４ 年度から 自治基本条例の制定に

取り 組みま し た。 市民参加によ る 検討委員会

での議論、 市民フ ォ ーラ ム 、 市民説明会、 パ

ブリ ッ ク コ メ ン ト な ど での市民の皆さ んの

意見を 踏ま え、 平成２ ６ 年４ 月１ 日に施行し

ま し た。

　 前文と 第１ 章から 第８ 章ま での全３ ８ 条で構成さ れて

いま す。

■自治基本条例の構成

前文

第１ 章　 総則
　  条例の目的、 位置付け及び最高規範性、 用語の定義について規定

 （ 第１ 条～第３ 条）

第２ 章　 自治の基本理念及び基本原則
　  ま ちづく り を進める に当たっての基本理念と 基本原則について規定

 （ 第４ 条～第１ １ 条）

第３ 章　 市民及びコ ミ ュ ニティ 組織
　  市民の権利や責務、 コ ミ ュ ニティ 組織の責務及び支援、 事業者の権

利及び責務について規定 （ 第１ ２ 条～第１ ５ 条）

第４ 章　 議会
　  議会の役割、 責務、 運営等と 議員の責務について規定

 （ 第１ ６ 条・ 第１ ７ 条）

第５ 章　 行政
　  市長と 職員の責務、 行政運営上の重要な事項について規定

 （ 第１ ８ 条～第３ ０ 条）

第６ 章　 参加及び協働
　  市政やま ちづく り への参加を保障する 仕組み、 ま ちづく り を協働で

進めていく ための人材及び組織の育成について規定
 （ 第３ １ 条～第３ ４ 条）

第７ 章　 連携及び交流

　  近隣自治体や県・ 国と の連携、 国内交流、 国際交流について規定
 （ 第３ ５ 条～第３ ７ 条）

第８ 章　 条例の実効性の確保
　  自治基本条例を実効性のある も のにし ていく ための見直し について

規定 （ 第３ ８ 条）

自治基本条例市民説明会

「 自治基本条例」ってなに？

　 条例と は、 国の法律のも と において、 地方公共団体が各自で決め

る ルールです。 し たがっ て、「 下野市自治基本条例」 と は、 下野市の

ま ちづく り の基本的なルールを 定めた条例です。

●そも そも「 条例」 って、「 自治基本条例」 ってなに？
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「 ま ちづく り 」ってなに？

●あなたの身近なま ちづく り

建物・ 道路・ 公園など 、

見える ま ちづく り

文化・ 伝統・ 人と 人のつなが

り など 、 見えないま ちづく り

広報紙やホームページなど で

市政情報を得る

選挙で市長や議員を選ぶ

自治会の活動に参加する

地域で支え合う 活動に

参加する

市の講座やワ ーク ショ ッ プ、

審議会など に参加する

防犯パト ロ ールで

地域の子ど も たちを 見守る

自然を守る 活動に

参加する

市役所のアンケート や

意見・ 提案を提出する

資源回収や清掃活動に

参加する

然然を守を守る 活動に

加する

暮ら し を支える

こ れら すべてを

より よく する こ と が

「 まちづく り 」
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家庭のルール

国や栃木県が

行う こと

自分で

できること は、

自分で行う

家庭で

できること は、

家庭で行う

地域で

できること は、

地域で行う

下野市で

できること は、

下野市で行う

国のルール

日本国憲法

・ 国民主権

・ 国民の権利と 義務

下野市自治基本条例

・ 市民が主役のまちづく り

・ 協働によるまちづく り

ごみの捨て方

自治会のきまり

学校のきまり

地域のルール

学校のルール

下野市のルール

●ま ちづく り のイ メ ージ
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下野市自治基本条例がめざす
ま ちづく り の仕組み

●議会と は（ 第3 条 第２ 号）

　 条 例で は、「 議 会」を「 議 会

及び議員」と 定義し ています。

市

市民の意思が反映さ れた

 市政運営を行います

市 民
自ら がまちづく り の

主体であること を自覚し 、

実践します

第５ 条　 基本原則

主役（ 第 4 条第 1 項）

議 会

人権
尊重

情報
共有

市民
参画

市民の責務

 ○発言・ 行動に責任を持つ

 ○基本的人権の尊重

 ○まちづく り の主体であると 自覚

第 1 3 条
市民の権利

 ○安全・ 安心な生活を営む権利

 ○行政サービスを享受する 権利

 ○情報を知る 権利

 ○意見・ 提案を表明する 権利

 ○まちづく り ・ 市政に参画する 権利

●情報提供

●分かり やすい

　 説明

●選挙

●市政への参画

●選挙

●市政への参画

市民の意思が市政に

反映さ れる よう 努めます

●情報提供

●公正・ 誠実な

　 行政サービス

●コミ ュニティ 組織の

　 支援

●市政運営の監視

●政策の意思決定

●市政運営の説明責任

●政策の提案

第 1 2 条

●市民と は（ 第3 条 第1 号）

　 まちづく り は、 住民だけでなく 、 下野市

で多く の時間を過ごす通勤・ 通学者等にも

関わるこ と です。 そのため、 条例では、「 市

民」を「 市内に住む人、 働く 人、 学ぶ人及び

事業者」と 幅広く 定義し ています。

●市と は（ 第3 条 第３ 号）

　 条例で は、「 市」を「 市長

及び市の執行機関」と 定義

し ています。 市長の責務

 ○公正・ 誠実な市政運営

 ○指導力の発揮

職員の責務

 ○公正・ 誠実な職務遂行

第 1 8 条

第 1 9 条

議会の役割と 責務

 ○議会の権能の発揮

 ○市民意思の適切な把握

 ○開かれた議会運営

議員の責務

 ○公正・ 誠実な議員活動

第 1 7 条

第 1 6 条
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下野市自治基本条例の３ つの特色

ポイ ント

ポイ ント

ポイ ント

11

22

33

子ども たちがま ちづく り に参画する ま ち

協働によ る ま ちづく り を推進する ま ち

交流によ る ま ちづく り を推進する ま ち

第1 1 条

第3 4 条

第3 6 条

第3 7 条

子ども の参画

人材及び
組織の育成

国内交流
国際交流

　 下野市の未来を 担う 子ど も たち を「 地域の宝」

と し て大切にし 、 子ど も がま ちづく り に参画する

機会を積極的につく り ま す。

　 市民が主役のま ちづく り を 推進する ためには、

それを 担う 人づく り が必要であり 、 その育成支援

と 環境（ 場所、 機会、 仕組みなど ） づく り に努め

ま す。

　 歴史、 文化等によ る 交流に加えて、 災害等の緊

急時に備え、 近隣市町村だけでなく 遠距離の市町

村と も 相互支援協定を 結ぶなど 、 積極的に連携・

協力し ま す。

　 様々な分野で国際交流活動に努める と と も に、

多文化共生社会の視点に立っ た国際感覚豊かなま

ちづく り を 推進し ま す。

庁舎建設　 中学生ワ ーク ショ ッ プ

市民活動団体によ る

「 地域安全マッ プ」 づく り

香川県高松市と の

国内交流

ド イ ツ・ ディ ーツヘル

ツタ ールと の国際交流
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こ れから の下野市のま ちづく り は？

みんなの

願い（ 目的）は

こ れ！

ま ちづく り の

合言葉（ 基本理念）は

こ の２ つ！

地方自治の本旨※2に基づく まちづく り の実現

市民が主役のまちづく り！ 協働によるまちづく り！

市民、 議会、 市がそれぞれの責任と

役割を自覚し 、 協働※1の精神のも と

共に力を合わせて、 明日の下野市を

創造するための仕組みが必要です。

※1　「 協働」と は、 こ の条例では、「 市民、 議会及び市が共通課題を解決するためにそれぞれの役

割及び責任を対等な立場で、 協力して活動すること 」と 定義しています。

※2　「 地方自治の本旨」と は、 日本国憲法で定められている地方自治のあるべき姿のこと です。

※3　「 参画」と は、 こ の条例では、「 まちづくり に主体的に参加し 、 行動すること 」と 定義しています。

人権
尊重

情報
共有

市民
参画

※3

前　 文

第 1 条

第 4 条

第 5 条

現

みんなの願い（ 目的）を実現する ために、

ま ちづく り では、 次の３ つのルール（ 原則）が大切！

6



自治基本条例によ る

危機
管理

応答
責任

説明
責任

行政
手続

財政
財務

行政
組織

行政
評価

総合
計画

●災害等の緊急時を 想定し た危機管理体制の構築に努めま す。

●市民から の提案、 要望、 意見等について、 速やかに対応し ま す。

● 施策の立案、 決定及び評価に至る ま での過程について、 市民へ

の情報提供に努め、 分かり やすく 説明し ま す。

● 処分、 行政指導、 届出等に関する 手続について、 公正の確保、

透明性の向上、 手続の迅速化を 図り ま す。

●財政の健全化を図る ため、 計画的な財政運営を行いま す。

●財政状況を 市民に分かり やすく 公表し ま す。

● 効率的な業務遂行を 進める ため、 機能的な組織体制づく り に努

めま す。

● 効率的かつ効果的で透明性の高い市政運営のため、 行政評価を

実施し 、 結果を分かり やすく 公表し ま す。

●行政評価の実施に際し ては、 市民参画を図り ま す。

●市の最上位計画である 総合計画を市民参画のも と に策定し ま す。

●総合計画に基づき 、 総合的・ 計画的な市政運営を行いま す。

市長を はじ めと する 執行機関は、 市民

の視点に立った市政運営を行いま す。

市役所の仕事を
も っと 分かり やすく
市民に身近なも のに

第3 0 条

第2 8 条

第2 7 条

第2 5 条

第2 3 条

第2 2 条

第2 1 条

第2 0 条

市政
運営
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ま ちづく り の仕組み

「 子ど も を守る 家」の取組

　 通学路沿いの住宅、 商店、 コ ン ビ

ニ等が「 子ど も を 守る 家」 と し て 登

録し 、 Ｐ Ｔ Ａ 組織、 警察等と 協力し

ながら 、 子ど も た ちの安全確保に努

めていま す。

「 姿川ク リ ーン作戦」の取組

　 河川美化活動を 行う こ と で、 河川

への親し みを 深める こ と を 目的に地

元住民や各種団体、 ボラ ン ティ ア の

協力を 得て、 毎年実施し ていま す。

「 グリ ムの森
イ ルミ ネーショ ン」の取組

　 下野ブラ ン ド にも 認定さ れた「 グ

リ ム の森イ ルミ ネーショ ン 」 は、 ボ

ラ ン ティ ア団体が企業や個人から の

寄付、 市の支援によ り 手作り で開催

し 、 冬の風物詩と し て地域の活性化

を 図っ ていま す。

でき る こ と から 始めてみよ う ！

市民、 議会、 市がそ れぞれの

視点を 活かし て 協力し て 活動

し 、 地域の課題に対応する 協

働のま ちづく り を進めま す。

市は、協働のま ちづく り のコ ー

ディ ネ ート 役と し て、 市民や

コ ミ ュ ニ テ ィ 組織の活動を 支

援し ま す。

それぞれの視点を活かし て
協働のま ちづく り を
進めよ う

協働

●こ んなと こ ろに協働が！（ 身近な事例）

協働

協働

協働

人材、 組織の育成（ 第３ ４ 条）

コ ミ ュ ニティ 組織の支援（ 第１ ４ 条）

議会 市

●地域や市民生活の

　 課題解決

●企画立案段階から 協議

市民
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下野市自治基本条例

（ ※「 前文」 は、 裏表紙に掲載）

　 　 　 第１ 章　 総則

　 （ 目的）

第 １ 条　 こ の条例は、 本市における 自治の基本理念を明ら かにする と と

も に、 市民、 議会及び市の役割及び責務並びに自治の基本原則を定め

る こ と によ り 、 地方自治の本旨に基づく ま ちづく り を実現する こ と を

目的と する 。

　 （ 位置付け及び最高規範性）

第 ２ 条　 こ の条例は、 市政の基本事項について本市が定める 最高規範で

あり 、 他の条例、 規則等の制定改廃に当たっては、 こ の条例の趣旨を

尊重し 、 整合性を図る も のと する 。

２ 　 市民、 議会及び市は、 こ の条例を遵守し なければなら ない。

　 （ 定義）

第 ３ 条　 こ の条例において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 当該各号

に定める と こ ろによ る 。

　 （ １ ） 　 市民　 市内に住む人、 働く 人、 学ぶ人及び事業者をいう 。

　 （ ２ ） 　 議会　 議会及び議員をいう 。

　 （ ３ ） 　 市　 市長及び市の執行機関をいう 。

　 （ ４ ）  　 参画　 ま ちづく り に主体的に参加し 、 行動する こ と をいう 。

　 （ ５ ）  　 協働　 市民、 議会及び市が共通課題を解決する ためにそれぞ

れの役割及び責任を対等な立場で、 協力し て活動する こ と をい

う 。

　 　 　 第２ 章　 自治の基本理念及び基本原則

　 （ 自治の基本理念）

第４ 条　 市民が主役のま ちづく り を推進する こ と を基本理念と する 。

２  　 市民、 議会及び市が協働によ る ま ちづく り を推進する こ と を基本理

念と する 。

　 （ 基本原則）

第 ５ 条　 第１ 条の目的を達成する ため、 市民、 議会及び市は、 次に掲げ

る 基本原則に基づき 、 ま ちづく り を推進する も のと する 。

　 （ １ ）  　 市民、 議会及び市は、 一人ひと り の基本的人権を尊重する 。

　 （ ２  ） 　 市民、 議会及び市は、 互いに市政に関する 情報を共有する 。

　 （ ３ ）  　 市政に市民の参画の機会が保障さ れており 、 ま た、 その参画

を図る ための取組を議会及び市は、 積極的に推進する 。

　 （ 情報提供）

第６ 条　 議会及び市は、 その保有する 情報について市民と の共有財産で

ある と の認識に立ち､積極的に、 かつ、 分かり やすく 市民への情報提供

に努める も のと する 。

　 （ 情報公開）

第 ７ 条　 議会及び市は、 市民の情報公開請求に対し て、 市民の知る 権利

を保障し 、 適切に情報を公開する も のと する 。

２  　 前項に規定する 情報公開に関し 必要な事項は、 別に条例で定める 。

　 （ 個人情報の適正な取扱い）

第 ８ 条　 議会及び市は、 保有する 個人情報を適正に取扱い、 個人の権利

及び利益を保護し なければなら ない。

２  　 前項に規定する 個人情報の保護に関し 必要な事項は、 別に条例で定

める 。

　 （ 参画）

第 ９ 条　 市は、 市民がま ちづく り 及び市政に参画する 機会を保障し なけ

ればなら ない。

２  　 市民は、 ま ちづく り 及び市政に関心や問題意識を持ち、 積極的な参

画に努める も のと する 。

　 （ 協働）

第 １ ０ 条　 市民、 議会及び市は、 ま ちづく り を推進する ために、 それぞ

れの立場を理解し 、 目的を共有し 、 相互に依存する こ と なく 力を合わ

せて、 その実現に努める も のと する 。

２  　 市は、 市民の自主的なまちづく り 活動を促進する ために、 必要な支

援を行わなければなら ない。

　 （ 子ども の参画）

第 １ １ 条　 市民、 議会及び市は、 子ども を下野市の未来を担う 地域の宝

と し て育てる と と も に、 子ども がま ちづく り に参画する 機会を積極的

につく り 、 その意見を尊重する も のと する 。

　 　 　 第３ 章　 市民及びコミ ュニティ 組織

　 （ 市民の権利）

第１ ２ 条　 市民は、 次に掲げる 権利を保障さ れる も のと する 。

　 （ １ ） 　 安全かつ安心な生活を営むこ と ができ る こ と 。

　 （ ２ ） 　 よ り よ い行政サービス を享受する こ と ができ る こ と 。

　 （ ３ ） 　 議会及び市に関する 情報を知る こ と ができ る こ と 。

　 （ ４ ）  　 議会及び市に対し 意見及び提案を表明する こ と ができ る こ と 。

　 （ ５ ）  　 ま ちづく り 及び市政に参画する 機会を得る こ と ができ る こ と 。

　 （ 市民の責務）

第１ ３ 条　 市民は、 次に掲げる 責務を有する も のと する 。

　 （ １ ）  　 ま ちづく り の参画に当たり 、 自ら の発言及び行動に責任を持

つこ と 。

　 （ ２ ） 　 人権を尊重し 、 他の個人と し ての尊厳を侵さ ないこ と 。

　 （ ３ ）  　 自ら がま ちづく り の主体である こ と を自覚し 、 実践する こ と 。

　 （ コ ミ ュ ニティ 組織の責務及び支援）

第 １ ４ 条　 コ ミ ュ ニティ 組織（ 市民活動団体を含む。 ） は、 適正な団体

運営を行う と と も に、 自ら の責任のも と 、 市民活動を推進し 、 その活

動が広く 市民に理解さ れる よ う 努める も のと する 。

２  　 コ ミ ュ ニティ 組織は、 ま ちづく り の主体と し ての役割を認識し 、 協

働のま ちづく り への理解及び協力に努める も のと する 。

３  　 市は、 コ ミ ュ ニティ 組織によ る 活動について、 公益性及び公平性に

配慮し て、 その自主性及び自立性を損なう こ と のないよ う 、 支援する

も のと する 。

　 （ 事業者の権利及び責務）

第 １ ５ 条　 事業者は、 地域社会を構成する 一員と し て、 社会的責任を認

識し 、 自然環境及び市民生活に配慮し た事業活動を推進する と と も に、

公益的な活動への積極的な参加及び地域社会づく り に寄与する も のと

する 。

　 　 　 第４ 章　 議会

　 （ 議会の役割、 責務、 運営等）

第 １ ６ 条　 議会は、 重要な政策の意思決定をし 、 政策を立案し 、 及び提

言し 、 市政運営を監視する など、 その権能を十分に発揮し なければな

ら ない。

２  　 議会は、 前項の権限を行使する に当たり 、 市民の意思を適切に把握

し 、 かつ、 議員間の討議を尽く すよ う 努めなければなら ない。

３  　 議会は、 市民の信頼に応え、 公平性及び透明性を確保し 、 常に説明

責任を果たすも のと する 。

４  　 議会の役割、 責務、 運営等に関し 必要な事項は、 別に条例で定める 。

　 （ 議員の責務）

第 １ ７ 条　 議員は、 市民全体の代表者と し て、 公正かつ誠実に議員活動

を行い、 市民の信頼に応えなければなら ない。

２  　 議員は、 市政の適切な監視及び評価並びに政策提案のため、 常に研

さ んに努めなければなら ない。

３ 　 議員の責務に関し 必要な事項は、 別に条例で定める 。

　 　 　 第５ 章　 行政

　 （ 市長の責務）

第 １ ８ 条　 市長は、 市の代表と し て、 公正かつ誠実に市政を運営し 、 自

治の基本理念に応える よ う 指導力を発揮し なければなら ない。

２  　 市長は、 地域社会、 市民生活等の実態、 変化等を中長期的かつ広域

的に把握し て、 市政に反映する よ う 、 努めなければなら ない。

　 （ 職員の責務）

第 １ ９ 条　 職員は、 市民全体の奉仕者であり 、 市長の補助機関の一員と

し て、 自治の基本理念の実現のために公正かつ誠実に職務を遂行し な

ければなら ない。

２  　 職員は、 職務の遂行に当たって、 必要な知識の習得及び能力の向上

に努めなければなら ない。
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　 （ 総合計画）

第 ２ ０ 条　 市長は、 総合的かつ計画的に市政を運営する ために、 市の最

上位計画である 総合計画を市民参画の下に策定し 、 かつ、 定めら れた

範囲で見直し を行う も のと する 。

２  　 総合計画の基本構想及び基本計画は、 議会の議決によ り 定めなけれ

ばなら ない。

３  　 市は、 個別政策分野に係る 計画を策定し 、 変更し 、 又は廃止する と

き は、 総合計画と の整合を図る も のと する 。

　 （ 行政評価）

第 ２ １ 条　 市は、 効率的かつ効果的で透明性の高い市政運営のため、 行

政評価を実施する も のと する 。

２  　 市は、 行政評価の実施に際し ては、 市民参画を図り 、 その評価内容

及び結果を分かり やすく 公表する と と も に、 市政運営に反映さ せる も

のと する 。

　 （ 行政組織）

第 ２ ２ 条　 市は、 多様化する 行政課題に的確に対応し 、 効率的な業務の

執行を進める ため、 機能的な組織体制づく り に努める も のと する 。

　 （ 財政及び財務）

第 ２ ３ 条　 市は、 持続可能な財政運営を行っていく ために財政計画を策

定し 、 財政の健全化を図る も のと する 。

２ 　 市は、 財政状況を分かり やすく 市民に公表する も のと する 。

　 （ 出資団体等）

第 ２ ４ 条　 市は、 市が出資、 補助、 事務の委託又は職員の派遣を行って

いる 団体に対し て、 必要に応じ 、 当該団体の業務及び財務に関する 情

報の開示を求めなければなら ない。

２  　 市は、 前項の団体に対し て、 市の出資等の目的が効果的かつ効率的

に達成さ れる よ う 要請する と と も に、 公益上特に必要な場合には、 必

要な支援を行わなければなら ない。

　 （ 行政手続）

第 ２ ５ 条　 市は、 処分、 行政指導、 届出等に関する 手続について、 公正

の確保、 透明性の向上及び手続の迅速化を図ら なければなら ない。

２  　 前項に規定する 行政手続に関し 必要な事項は、 別に条例で定める 。

　 （ 法務）

第 ２ ６ 条　 市は、 政策を実現し 、 又は地域の課題を解決する ため、 法令

の解釈及び運用並びに条例、 規則等の制定改廃に積極的に努めなけれ

ばなら ない。

　 （ 説明責任）

第 ２ ７ 条　 市は、 ま ちづく り の基本と なる 施策の立案、 決定及び評価に

至る ま での過程について、 市民に対する 情報提供に努める と と も に、

市民に分かり やすく 説明し なければなら ない。

　 （ 提案、 要望、 意見等への対応）

第 ２ ８ 条　 市は、 市民から 提案、 要望、 意見等があったと き には、 速や

かに事実関係を調査し 、 対応し なければなら ない。 こ の場合において、

必要に応じ 、 積極的にそれら を施策に反映さ せる よ う に努めなければ

なら ない。

　 （ 公益通報）

第 ２ ９ 条　 職員は、 市政の適法かつ公正な運営を妨げ、 かつ、 市政に対

する 市民の信頼を損なう よ う な行為のある こ と を知ったと き は、 速や

かにその事実を公益通報に関する 機関に通報し なければなら ない。

２  　 市は、 法令の定める と こ ろによ り 、 職員から 行われる 公益通報を受

ける 体制を整備する と と も に、 通報者が通報によ り 不利益を受けない

よ う 適切な処置を講じ なければなら ない。

　 （ 危機管理）

第 ３ ０ 条　 市は、 市民の生命及び財産を守る ために、 災害等の緊急時を

想定し た危機管理体制の構築に努めなければなら ない。

２  　 市民及び市は、 災害等の緊急時には、 協力し て対応し なければなら

ない。

３  　 市は、 災害等の緊急時における 市民と の連携が有効に機能する よ う

に、 定期的に市民及び議会と 協議し て役割分担、 仕組みづく り 及び環

境づく り についての見直し に努めなければなら ない。

４  　 市民は、 災害等の緊急時には、 ま ず自助及び共助ができ る よ う に、

日頃から 地域内の連携を図る も のと する 。

　 　 　 第６ 章　 参加及び協働

　 （ 意見募集）

第 ３ １ 条　 市は、 次に掲げる 事項のう ち、 市民生活に広く 影響を与える

も のについて、 市民に情報提供を行い、 広く 意見を求める も のと する 。

　 （ １ ） 　 条例の制定又は改廃

　 （ ２ ） 　 計画の策定、 変更又は廃止

　 （ ３ ） 　 施策の実施、 変更又は廃止

２  　 市は、 前項の規定によ る 意見を十分考慮し 、 意思決定を行う も のと

する 。 こ の場合において、 市は、 当該意見及び意見に対する 市の考え

方を公表し なければなら ない。

　 （ 委員の公募及び審議会等の公開等）

第 ３ ２ 条　 市は、 市が設置する 審議会等（ 以下「 審議会等」 と いう 。 ）

の委員の選任に当たっては、 原則と し て公募によ る 委員を含めなけれ

ばなら ない。

２  　 市は、 委員の選任に当たっては、 透明性及び公平性を保ち、 審議会

等の設置目的に応じ て、 地域、 年齢及び性別その他必要な要件に配慮

し なければなら ない。

３ 　 市は、 審議会等の会議を原則と し て公開し なければなら ない。

４  　 市は、 審議会等の開催情報、 会議結果等を公表し なければなら ない。

　 （ 住民投票）

第 ３ ３ 条　 市長は、 市政に関する 重要事項について、 住民（ 住民投票を

行う 主体をいう 。 ） の意思を確認する ため、 住民投票を実施する こ と

ができ る 。

２  　 住民投票は、 当該重要事項に関する 情報が住民に提供さ れ、 熟議を

経た上で行われなければなら ない。

３  　 住民投票に参加でき る 者の資格その他住民投票の実施に関し て必要

な事項は、 事案ごと に別に条例で定める 。

４ 　 議会及び市は、 住民投票の結果の公表に努め、 当該結果を尊重し な

ければなら ない。

　 （ 人材及び組織の育成）

第 ３ ４ 条　 市民、 議会及び市は、 市民が主役のま ちづく り を推進する た

め、 自発的なま ちづく り の担い手及び自律的なま ちづく り 組織が育つ

よ う 支援を行い、 その学習環境及び拠点の整備に努める も のと する 。

　 　 　 第７ 章　 連携及び交流

　 （ 広域連携）

第 ３ ５ 条　 市は、 広域化する 行政課題に対し て、 近隣及びその他の市町

村、 県及び国と の連携を積極的に図り 、 広域的なま ちづく り を推進す

る も のと する 。

　 （ 国内交流）

第 ３ ６ 条　 市は、 歴史及び文化等を共有する 他の市町村と の交流を積極

的に図り 、 歴史及び文化等を大切にする まちづく り を推進する も のと

する 。

２  　 前項に規定する 交流のほか、 市は、 災害等の緊急時に備え、 他の市

町村と の相互支援を積極的に推進する も のと する 。

　 （ 国際交流）

第 ３ ７ 条　 市は、 国際交流の文化を大切にする と と も に、 市民の国際交

流活動の支援に努める も のと する 。

２  　 市民及び市は、 多文化共生社会の視点に立ち、 敬愛と 相互理解と 学

び合いの精神を持って、 国際交流活動に努める も のと する 。

　 　 　 第８ 章　 条例の実効性の確保

　 （ 見直し ）

第 ３ ８ 条　 市長は、 こ の条例の施行後５ 年を超えない期間ごと に、 市政

がこ の条例に基づいて行われている かどう かを市民参画の下に検証を

行い、 その結果を踏ま え、 条例の見直し 及び市民が主役のま ちづく り

に関する 政策について、 必要な措置を講ずる も のと する 。

２  　 市長は、 前項に規定する 条例の検証を行う ための機関を設置する も

のと する 。

３ 　 前項に規定する 機関に関し 、 必要な事項は、 別に定める 。

　 　 　 附　 則

　 こ の条例は、 平成２ ６ 年４ 月１ 日から 施行する 。
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　 下野市
自治基本
条例

　 下野市
自治基本
条例 概要版

平成２６ 年４ 月

下 野 市

　 わたし たちのま ち下野市は、 良好な住環境をも つ市街地と 、 緑豊かな農村集落が共存す

る ま ちです。

　 遠方に雄大な日光連山や筑波山を望み、 南北には姿川、 田川、 鬼怒川が悠久の流れをた

たえ、 広大な平地が育ま れてき ま し た。 風や光は空の広い大地に降り 注ぎ、 関東平野の豊

かな土壌や、 河川や地下水など の豊かな水資源が生産量日本一を誇る かんぴょ う など 農産

物を実ら せま す。

　 下野市広域に築造さ れた古墳群、 奈良時代に建立さ れた下野薬師寺戒壇院及び下野国分

寺・ 国分尼寺跡、 中世に築造さ れた児山城・ 薬師寺城・ 箕輪城跡など の歴史的遺産が先人

たちの英知と たゆま ぬ努力によ り 脈々と 受け継がれてき ま し た。

　 ま た、 古く は東山道、 近世には日光街道の宿場町と し て栄えたほか、 近代には国道や鉄

道がいち早く 敷設さ れる など 、 下野市は、 古来交通の要衝と し て発展し 、 物資や人びと の

交流が行われてき ま し た。 こ う し た文化は、 現代にも 息づき 、 歴史・ 文化など を共有する

国内外の都市と の交流が盛んに行われていま す。

　 更に、 近年は、 自治医科大学を 中心に医療体制や研究機関が充実し 、 安全・ 安心なま ち

と し て発展を 続けていま す。

　 し かし 、 地方制度・ 行財政に関する 国の制度改革、 平成の市町村大合併、 少子高齢化・

人口減少など の時代背景や社会変化によ る 影響をわたし たち市民も 受けていま す。

　 そう し た中、 下野市は、 平成１ ８ 年１ 月１ ０ 日、 明治期以来の郡を越境し た３ 町の対等

合併によ り 誕生し たこ と から 、 三つの地域を 越えた新市の自治体運営やま ちの在り 方を、

市民一体と なって創り 出し ていかなければなり ま せん。

　 ま た、 わたし たちは、 平成２ ３ 年３ 月１ １ 日の東日本大震災を教訓と し て、 非常時に備

えた防災体制の強化だけでなく 、 平常時から の多様なコ ミ ュ ニティ づく り など 、 自治の基

礎づく り の大切さ を学びま し た。

　 こ れから は、 自然・ 歴史・ 文化など の恵ま れた下野市の特性を更にいかし 、 人びと の営

みを次世代へ引き 継がなければなり ま せん。 そし て、 多様な世代が生き 生き と 暮ら し 、 自

律し た市民によ る 自立し たま ち、 故郷と し て誇れる ま ちを目指し 、 下野市民憲章にう たう

ま ちづく り を 進める 必要があり ま す。

　 そのためには、 市民、 議会及び市がそれぞれの責任と 役割を 自覚し 、「 人権尊重」、「 情

報共有」、「 市民参画」 を基本原則と し 、 協働の精神のも と 共に力を 合わせて、 明日の下野

市を創造する ための仕組みが必要です。

　 こ こ にわたし たちは、 下野市の自治の理念である 「 市民が主役のま ちづく り 」 を推進す

る ため、 下野市における 自治の最高規範と し て、 下野市自治基本条例を定めま す。

前　 文

お問合せ先

下野市　 総合政策部　 総合政策課

〒3 2 9－0 4 9 2 　 栃木県下野市小金井１１２７
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条例制定過程や条例解説など 、

詳し い情報は市ホームページでご覧いただけます。

わかり やすい

　　出前講座も やってる よ！

こ ちら も 、

　　詳し く は

　　　　市ホームページで

カンピく ん

〔 道の駅し も つけ
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　下野市総合政策部市民協働推進課
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　TEL　0285-32-8887
　FAX　0285-32-8606
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